
京都市域の重点整備地区 

注１）重点整備地区の範囲（詳細）は，地区ごとの「重点整備地区の区域」地図をご参照ください。 

注２）一部地区ではエリアが重複しています。隣接する地区の範囲もあわせてご確認願います。 

 

№1：桂地区 

№11：東福寺地区 

№12：京阪藤森地区 

№9：京阪五条・七条地区 

№8：稲荷地区 

№7：河原町地区 
№6：嵯峨嵐山地区 

№5：京都地区 

№4:向島地区 

№3：烏丸地区 

№2：山科地区 

№10：桃山御陵前地区 

№13：伏見地区 

№14：太秦地区 

№15：大宮地区 

№16：JR藤森地区 
№17：深草地区 

№18：西院地区 

№19：阪急嵐山 

・松尾大社地区 

№20：上桂地区 

№21：桃山地区 

№22：西大路地区 

（凡 例） 

重点整備地区 

市街化区域 

№23：東福寺地区 

（鳥羽街道エリア） 


